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議　会
令
和
５
年
第
３
回

町
議
会
臨
時
会

　

10
月
13
日
に
令
和
５
年
第
３
回

町
議
会
臨
時
会
が
招
集
さ
れ
ま
し

た
。

　

審
議
さ
れ
た
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

■�

令
和
5
年
度
月
形
町
一
般
会
計　

補
正
予
算
（
第
５
号
）

□�

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ

ぞ
れ
２
５
３
０
万
２
０
０
０
円

増
額
し
ま
し
た
。

予
算
総
額

　

47
億
８
３
１
１
万
４
０
０
０
円

■�

令
和
5
年
度
月
形
町
農
業
集
落

排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
1
号
）

□�

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ

ぞ
れ
２
４
8
０
万
７
０
０
０
円

増
額
し
ま
し
た
。

予
算
総
額

　
　

２
億
５
１
４
万
７
０
０
０
円

■�

令
和
５
年
度
国
民
健
康
保
険
月

形
町
立
病
院
事
業
会
計
補
正
予

算
（
第
３
号
）

□�

収
益
的
収
入
お
よ
び
支
出
の
総

額
に
そ
れ
ぞ
れ
４
６
７
万
９
０

　

０
０
円
増
額
し
ま
し
た
。

予
算
総
額

　

６
億
７
４
２
６
万
２
０
０
０
円

□�

資
本
的
支
出
の
総
額
に
８
０
万

　

３
０
０
０
円
増
額
し
ま
し
た
。

資
本
的
支
出
予
算
総
額

　
　

１
億
９
６
６
万
７
０
０
０
円

■�

土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
概
要

に
つ
い
て

□�

国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
樺
戸

（
二
期
）
地
区
に
よ
り
造
成
さ

れ
た
総
富
地
頭
首
工
の
維
持
管

理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
土
地

改
良
（
総
富
地
地
区
維
持
管
理
）

事
業
の
計
画
の
概
要
を
定
め
ま

し
た
。

■�

土
地
改
良
事
業
の
事
務
の
委
託

に
つ
い
て

□�

国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
樺
戸

（
二
期
）
地
区
に
よ
っ
て
造
成

さ
れ
た
施
設
（
総
富
地
頭
首
工

に
限
る
）
に
係
る
土
地
改
良
事

業
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
新

十
津
川
町
に
委
託
す
る
こ
と
を

議
決
し
ま
し
た
。

■�

月
形
町
営
土
地
改
良
事
業
分
担

金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す

12 月 25日は

納期限納期限
です

第４期町 ・ 道 民 税
国 民 健 康 保 険 税
後期高齢者医療保険料
介 護 保 険 料｝

～２０２３年の納付期限一覧～
　本格的な冬の到来とともに、除雪が大変な時期に
なりました。
　災害はいつ発生するかわかりません。そのため冬
季は避難経路を確保しておくため除雪は必要です
が、日頃から事故の未然防止を心掛けることが大切
です。以下のことに注意して事故から身を守りま
しょう。
●屋根の雪下ろし
　・１人ではなく複数人で声を掛け合ってください
　・携帯電話を携帯し、靴やハシゴには滑り止めを、
　　腰には命綱をつけてください
　・晴れた日ほど転落に注意してください
●除雪
　・無理な作業はしないでください
　・除雪機に巻き込まれない服装で作業してください
　・除雪機のトラブルが発生したらエンジンを停止さ
　　せてから作業してください

　　防災対策専門員による防災講座
～除雪などによる被害防止について～

　

本
町
の
し
尿
お
よ
び
単
独
浄
化

槽
汚
泥
に
つ
い
て
は
、
奈
井
江
浄

化
セ
ン
タ
ー
で
近
隣
の
12
市
町
と

共
同
処
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

施
設
を
効
率
的
に
運
営
す
る
た

め
、
月
形
環
境
セ
ン
タ
ー
か
ら
奈

井
江
浄
化
セ
ン
タ
ー
へ
の
搬
入
時

間
や
量
は
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
皆
さ
ん
か
ら
依

頼
が
あ
っ
て
も
、
す
ぐ
に
対
応
で

き
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
汲
み
取
り
の
依
頼
は
、
10
日

程
度
の
余
裕
を
も
っ
て
、
左
記
の

依
頼
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

依�

頼
先　

月
形
環
境
セ
ン
タ
ー
☎

ＩＰ
53
・
２
４
５
２

問
合
せ
先　

住
民
課
生
活
環
境
係

　

☎
ＩＰ
53
・
２
３
２
３

第６期

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

□�

天
災
な
ど
に
よ
り
分
担
金
の
納

付
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
の
賦

課
徴
収
の
延
期
な
ど
に
つ
い
て

追
加
し
ま
し
た
。

し
尿
の
汲
み
取
り
依
頼

は
余
裕
を
も
っ
て

くらし
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年
末
年
始
に
あ
た
り
、
町
内
各

公
共
施
設
の
休
業
期
間
は
次
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
。

役�

場　

12
月
30
日
㈯
か
ら
来
年
１

月
８
日
㈪
ま
で
休
業
し
ま
す
。

休
業
期
間
中
で
も
、
役
場
に
日

直
者
が
待
機
し
て
い
ま
す
の
で
、

出
生
届
な
ど
は
受
け
付
け
ま
す

※�
１
月
４
日
㈭
午
前
中
の
み
証
明

書
交
付
窓
口
を
臨
時
で
開
設
し

ま
す
。
詳
細
は
14
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い

くらし
年
末
年
始
の
公
共
施
設

休
業
の
お
知
ら
せ

施　設　名 電話番号 休　業　期　間

役 場 53・2321
12月30日（土）～1月8日（月）
※１月４日（木）臨時窓口開設

町 立 病 院 53・2241
12 月 29日（金）午後
～ 1月 8日（月）

保健センター 53・3155 12月30日（土）～1月8日（月）

ご み 収 集 ・
衛生センター

53・2022 12月31日（日）～1月3日（水）

交流センター 37・2210 12月31日（日）～1月4日（木）

総 合 体 育 館 53・3443 12月30日（土）～1月5日（金）

図 書 館 53・3677 12月30日（土）～1月5日（金）

多目的アリーナ 37・2110 12月30日（土）～1月8日（月）

保�

健
セ
ン
タ
ー　

役
場
と
同
様
に

休
業
し
ま
す
が
、
緊
急
の
場
合

は
、
役
場
の
日
直
者
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
担
当
者
か
ら
折
り

返
し
ご
連
絡
し
ま
す

町�

立
病
院　

休
業
期
間
中
で
も
救

急
時
に
は
受
診
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す

※※��

1212
月月
2929
日
㈮
午
前
は
内
科
診
療

日
㈮
午
前
は
内
科
診
療

を
実
施
し
ま
す

を
実
施
し
ま
す

交�

流
セ
ン
タ
ー　

休
業
期
間
中
に

使
用
し
た
い
場
合
は
、窓
口
（
月

形
町
社
会
福
祉
協
議
会
☎
ＩＰ
53
・

２
９
２
８
）
ま
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い

　町では、インフルエンザワクチンの予防接種を受
けた方に、接種費用の助成を行います。

区分 助成額

高校生以下の方 接種費用全額

満 65歳以上の方 1,500 円■対象者
　高校生以下、または満 65 歳以上の月形町民で、
令和５年度中にインフルエンザワクチンの接種を受
けた方

■助成方法
①町立病院で接種する場合
　会計時に助成額を差し引きますので、差額分をお
支払いください
②町立病院以外で接種する場合
　接種医療機関へ一旦費用の全額をお支払いいただ
き、後日保健センター窓口に申請をお願いします

助成額

■申請に必要な物
　予防接種の際の領収証、インフルエンザワクチンを
接種したことが確認できるもの（接種済証など）、印鑑、
振込先の口座番号と名義人が分かるもの（通帳など）

■申請期限
　令和６年３月 29 日㈮まで

■申請・問合せ先
　保健福祉課保健係（保健センター内）
　☎ＩＰ 53・3155

くらし
上
水
道
料
金
の
口
座
振
替
領

収
書
（
１
年
分
）
に
つ
い
て

　

口
座
振
替
を
利
用
し
上
水
道
料

金
を
納
付
し
て
い
る
方
に
「
前
年

（
１
月
～
12
月
分
）
の
口
座
振
替

領
収
書
」
を
お
送
り
し
て
き
ま
し

た
が
、
経
費
節
減
お
よ
び
省
資
源

化
の
推
進
の
た
め
、
令
和
３
年
度

（
令
和
３
年
１
月
～
12
月
振
替
分
）

か
ら
廃
止
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

　

申
告
な
ど
で
特
別
に
領
収
書
が

必
要
な
方
に
は
別
途
対
応
い
た
し

ま
す
。
１
年
分
（
令
和
５
年
１
月

～
12
月
振
替
分
）
の
口
座
振
替
領

収
書
の
発
行
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
お
手
数
で
す
が
12
月
22
日
㈮

ま
で
に
月
新
水
道
企
業
団
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

※�

適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）

を
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
別
途

「
適
格
請
求
書
等
発
行
依
頼
書
」

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

�

詳
し
く
は
月
新
水
道
企
業
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ

さ
い
。

問�

合
せ
先　

月
新
水
道
企
業
団
総

務
会
計
係
☎
ＩＰ
53
・
２
３
６
５

インフルエンザワクチン
接種費用の助成
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屋根雪の除雪を助けます屋根雪の除雪を助けます ～月形町屋根雪除雪助成事業～～月形町屋根雪除雪助成事業～

　

町
で
は
、
冬
期
間
の
日
常
生
活

の
維
持
と
緊
急
時
に
お
け
る
避
難

路
の
確
保
を
図
る
た
め
、
除
雪
の

支
援
が
必
要
な
世
帯
に
対
し
、
福

祉
除
雪
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま

す
。

【
除
雪
す
る
箇
所
】

　
玄
関
な
ど
の
出
入
口
付
近
・
窓

お
よ
び
暖
房
用
な
ど
の
排
気
口
の

付
近

【
対
象
世
帯
】

①
世
帯
全
員
が
70
歳
以
上
の
世
帯

②�

ふ
れ
あ
い
見
守
り
推
進
事
業
の

見
守
り
対
象
の
世
帯

③�

障
が
い
者
が
属
す
る
世
帯
（
18

歳
以
上
65
歳
未
満
の
障
が
い
者

以
外
の
人
が
同
居
し
て
い
る
世

帯
を
除
く
）

④�

ひ
と
り
親
世
帯
（
ひ
と
り
親
と

18
歳
未
満
の
子
だ
け
の
世
帯
）

⑤�

世
帯
員
の
病
気
や
け
が
な
ど
、

一
時
的
に
支
援
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
世
帯

【
対
象
外
】

・�
二
世
帯
住
宅
な
ど
、
同
一
住
宅

に
別
世
帯
の
子
が
居
住
す
る
世

帯
・
冬
の
間
不
在
に
し
て
い
る
世
帯

【
利
用
料
】

　

除
雪
作
業
１
時
間
当
た
り

　

８
０
０
円

【
申
請
先
】

　

�

月
形
町
社
会
福
祉
協
議
会
（
交

流
セ
ン
タ
ー
内
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】　

印
鑑

※�

一
度
申
請
の
手
続
き
を
行
う

と
、
そ
の
後
は
必
要
の
都
度
、

電
話
で
申
し
出
る
だ
け
で
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す

問�

合
せ
先　

月
形
町
社
会
福
祉
協

議
会
☎
ＩＰ
53
・
２
９
２
８
ま
た

は
保
健
福
祉
課
高
齢
者
支
援
係

☎
ＩＰ
53
・
３
１
５
５

　除雪事業者に依頼して屋根雪を除雪する場合の助成
事業を次のとおり実施します。

ＩＰ

　月形町内の住宅（平屋の公営住宅を含む）に居住し、
屋根雪の除雪が困難な令和５年度の町民税所得割非課
税の世帯のうち、下記のいずれかに該当する世帯
①世帯全員が 70 歳以上の世帯
②ふれあい見守り推進事業の見守り対象の世帯
③�障がい者が属する世帯（18 歳以上 65 歳未満の障が
い者以外の人が同居している世帯を除く）
④ひとり親世帯（ひとり親と18歳未満の子だけの世帯）
⑤�世帯員の病気やけがなど、一時的に支援が必要と認
められる世帯

対象世帯

・二世帯住宅など、同一住宅に
��別世帯の子が居住する世帯
・冬の間不在にしている世帯
・町税などに滞納がある世帯

対象外

・�屋根の雪下ろし作業費用の２分の１以内（上限額 2
万円）
・一世帯につき、ひと冬に２回まで

助成の内容

・�屋根雪除雪を行う前に、下記の申請先に申請してく
ださい（申請用紙および町税などの納付状況の確認
に係る同意書は保健センターにあります）。作業にか
かる見積書の添付が必要ですので、事前に除雪事業
者に相談してください
・�屋根雪除雪を行ったら、事業者に料金をお支払いく
ださい
・�除雪内容の明細書と除雪費用の領収書、除雪前と除
雪後の現場写真を添付して、屋根雪除雪実績報告書
を提出してください。後日、指定の口座に助成金を
振り込みます

申請方法

・�助成は、月形町に届出した事業者が除雪作業をした
場合に限られますので、対象事業者を事前に確認し
てください
・�屋根雪除雪を実施した後では申請できません。必ず
事前に申請してください
・�町税などの納付状況の確認に日数を要しますので、
余裕を持った申請にご協力ください
・車庫や物置小屋などは対象外となります

注意事項

保健福祉課高齢者支援係☎　��53・3155
申請・問合せ先

月
形
町
高
齢
者
等

月
形
町
高
齢
者
等

　
　
　
　

福
祉
除
雪
サ
ー
ビ
ス

福
祉
除
雪
サ
ー
ビ
ス
をを

　
　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い
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■委託業者■委託業者
●町道および各公共施設～月形事業協同組合●町道および各公共施設～月形事業協同組合
■除雪方法■除雪方法
　除雪作業の目安は、10 ～ 15㎝以上の降雪があった　除雪作業の目安は、10 ～ 15㎝以上の降雪があった
場合です。ただし、降雪が少なくても風雪により交場合です。ただし、降雪が少なくても風雪により交
通が確保できない恐れのあるときは作業を行います。通が確保できない恐れのあるときは作業を行います。
★朝～７：30 までに車線を確保★朝～７：30 までに車線を確保
※�※�地域や降雪の状況地域や降雪の状況にによって多少の作業時間の遅れがよって多少の作業時間の遅れが
ありありまます。また吹雪で視界が悪いときは、歩行者やす。また吹雪で視界が悪いときは、歩行者や
車両の交通安全確保のため、出動できない場合もあ車両の交通安全確保のため、出動できない場合もあ
りますので、ご了承くださいりますので、ご了承ください

■注意事項■注意事項
●道路や歩道への雪出しはやめましょう●道路や歩道への雪出しはやめましょう
●�●�除雪車で道路を除雪した後、各家庭の出入り口には除雪車で道路を除雪した後、各家庭の出入り口には
車道の雪の一部が堆積されることがあります。これ車道の雪の一部が堆積されることがあります。これ
らの間口の雪処理については，各家庭で行っていたらの間口の雪処理については，各家庭で行っていた
だくようご理解とご協力をお願いしますだくようご理解とご協力をお願いします
●�●�除雪車と出会ったら、早めに待避し、近寄らないよ除雪車と出会ったら、早めに待避し、近寄らないよ
うにしましょううにしましょう
●�●�道路敷地に隣接している破損しやすい物（窓ガラス道路敷地に隣接している破損しやすい物（窓ガラス
やシャやシャッターなど）に板などの覆いをするようにしッターなど）に板などの覆いをするようにし
ましょう。また、ましょう。また、破損する恐れのある物を路上に放破損する恐れのある物を路上に放
置しないようにしましょう置しないようにしましょう
●�●�路上駐車は、除雪や通行の妨げとなり危険ですので路上駐車は、除雪や通行の妨げとなり危険ですので
やめましょうやめましょう
●�●�道路敷地付近の構造物などには、赤布を付けるなど道路敷地付近の構造物などには、赤布を付けるなど
明示しましょう明示しましょう
●�通学児童や生徒のいるご家庭は、除雪車に対して十
分に注意するよう指導をお願いします

■町の雪捨場について
　町内道路の排雪や町民の皆さんの排雪のための雪
捨場（赤川４）は図のとおりです。また、国道や道

道の夜間排雪に伴う走行ルートについても図のとお
りです。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。
●町雪捨場
　月形町 1034 番地先（赤川４）
●国道・道道夜間排雪に伴うダンプの走行ルート
○�往路～町道須部都橋線から町道円山三号線（横山
建設工業さん前）を走行
○復路～町道円山二号線（月形高校、役場前）を走行
※�一般の方が雪捨場を利用される場合は、車の走行
に細心の注意を払い、安全運転を心掛けてください

■除雪に関する問合せ先�
●�国道～札幌開発建設部札幌道路事務所☎ 0133・23・
2074（国道 275 号）
●�道道～札幌建設管理部岩見沢出張所☎ 26・3011（道
道岩見沢月形線、月形厚田線など）、札幌建設管理
部当別出張所☎ 0133・23・2220（道道月形幌向線）
●町道その他除雪全般
○農林建設課土木管理係☎ＩＰ 53・2322
○月形事業協同組合☎ 53・2851（担当：福居建設㈱）
○除雪センター☎ＩＰ 53・2758

月形中学校

月形高校

消防月形支署 月形町役場

横山建設工業さん

旧ＪＲ学園都市線

須部都川

夜間排雪往路ルート夜間排雪往路ルート

町雪捨場町雪捨場

夜間排雪復路ルート夜間排雪復路ルート

図

くらし
路
線
バ
ス
の
年
末
年
始

ダ
イ
ヤ
に
つ
い
て

1 月 1日

岩見沢ターミナルへお問合せください。
☎　２２・０７６１

全便運休

12月 31日、
1月 2日～ 1月 3日

土日祝日ダイヤ
（5便運休）

土日祝日ダイヤ
（1便・9便運休）

中央バス

月形浦臼線

月形当別線

　

年
末
年
始
の
路
線
バ
ス
運
行
ダ

イ
ヤ
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

企
画
振
興
課
地
域
振

　

興
係
☎
ＩＰ
53
・
２
３
２
５

●年末年始の路線バス運行ダイヤ

今年度の が決まりました除 雪 体 制
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　学童保育所（交流センター内）では、一時的な施設
の利用ができますので、ご希望の方は下記までお申し
込みください。

保健福祉課保健係（保健センター内）☎　�53・3155

　保護者のけがや病気、出産、親族の介護などで一時
的に家庭での保育が困難な方、日中の就労により、家
庭での保育が困難な方
※継続して事業所などにより雇用されている方は、通
　常保育をご利用ください

利用できる方

利用可能日数
　各月10日間10日間まで（保護者のけがや病気、出産、親族
の介護などの場合）、就労による場合は各月５日間まで５日間まで
※就労による場合でも、夏・冬・春休み期間中は各月
　10 日間まで利用できます
※利用可能日数以上の利用を希望される場合は、通常

　保育をご利用ください

　利用希望日の８日前まで８日前まで　※けがや病気などの緊急
の場合はご相談ください。長期休業期間の利用の場合、
休みに入る 14日前まで14日前までにお申し込みください

申込期限

保 育 料
　日額 360円（別途運営費１日 100円）

●利用可能時間
　平日　12：00（下校時）～ 18：30
　土曜日・長期休業期間など　７：30～ 18：30
　（日曜、祝日を除く）

利用可能時間

申込・問合せ先
ＩＰ

年　金
農
業
者
年
金
へ
の

加
入
の
お
す
す
め

くらし
夜
間
ハ
イ
ヤ
ー
チ
ケ
ッ

ト
交
付
事
業
に
つ
い
て

　

農
業
者
年
金
制
度
は
、
将
来
に
受

け
取
る
年
金
を
、
自
分
自
身
で
積
み

立
て
る
積
立
方
式
の
年
金
で
す
。

加
入
で
き
る
方

　

次
の
①
～
③
の
条
件
を
満
た
せ

ば
加
入
で
き
ま
す
。

①
国
民
年
金
の
１
号
被
保
険
者

②�

年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
し

て
い
る
方

③
60
歳
未
満
の
方

※�

農
地
を
持
っ
て
い
な
い
農
業
者

や
配
偶
者
、
後
継
者
も
加
入
で

き
ま
す

農
業
者
年
金
の
優
れ
た
点

○�

保
険
料
は
、
全
額
社
会
保
険
料

保
険
料
は
、
全
額
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
と
な
り
、
大
き
な

控
除
の
対
象
と
な
り
、
大
き
な

節
税
効
果
が
あ
り
ま
す

節
税
効
果
が
あ
り
ま
す

○
運
用
益
は
非
課
税
と
な
り
ま
す

○�
毎
月
の
保
険
料
は
、
２
万
円
か

ら
最
高
６
万
７
０
０
０
円
ま
で

１
０
０
０
円
単
位
で
自
由
に
決

め
る
こ
と
が
で
き
、
変
更
も
自

変
更
も
自

由由
で
す

○�

一
定
の
要
件
を
満
た
す
農
業
者

は
、
保
険
料
の
助
成
を
受
け
ら

れ
ま
す

問�

合
せ
先　

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
53
・
２
３
２
４
ま
た
は
月
形

町
農
業
協
同
組
合
金
融
課
☎
53
・

３
４
２
２

　

札
沼
線
バ
ス
月
形
当
別
線
の
月

形
方
面
最
終
便
（
医
療
大
学
午
後

８
時
35
分
発
）
以
降
に
本
町
へ
帰

宅
す
る
通
勤
通
学
者
に
ハ
イ
ヤ
ー

チ
ケ
ッ
ト
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対�

象
者　

月
形
当
別
線
の
定
期
券

を
保
有
し
て
い
る
通
勤
通
学
者

交�

付
枚
数　

定
期
券
の
有
効
月
数

に
つ
き
、
１
枚
交
付
し
ま
す

利�

用
可
能
日
時　

平
日
午
後
９
時

30
分
～
午
後
11
時
00
分
ま
で

利�

用
区
間　

北
海
道
医
療
大
学
駅

～
月
形
駅
ま
で
の
各
バ
ス
停
ま
で

運�

行
事
業
者　

は
ー
と
ハ
イ
ヤ
ー

☎
53
・
２
０
８
８

申�

込
・
問
合
せ
先　

企
画
振
興
課

地
域
振
興
係
☎
ＩＰ
53
・
２
３
２
５

　

岩
見
沢
保
健
所
で
は
、
こ
こ
ろ

の
健
康
問
題
を
抱
え
る
人
や
そ
の

家
族
な
ど
に
対
し
て
、
２
カ
月
に

一
度
、
精
神
科
医
師
に
よ
る
こ
こ

ろ
の
健
康
相
談
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

実
施
日　

12
月
21
日
㈭

時
間　

午
後
１
時
～
午
後
３
時

実
施
場
所　

岩
見
沢
保
健
所

実�

施
内
容　

精
神
科
医
師
と
の
面

接
相
談

申�

込
方
法　

実
施
日
前
日
の
正
午

ま
で
に
、
申
込
先
に
電
話
で
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
多
数

の
場
合
は
、
別
の
日
で
調
整
さ

せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
そ�

の
他　

保
健
師
と
の
電
話
や
面

接
で
の
相
談
は
、
随
時
行
っ
て

い
ま
す
（
平
日
午
前
９
時
～
午

後
５
時
）

申�

込
・
問
合
せ
先　

岩
見
沢
保
健

所
健
康
推
進
課
健
康
支
援
係（
岩

見
沢
市
８
条
西
５
丁
目
）
☎
20
・

０
１
２
２

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
の

実
施
に
つ
い
て

健　康

くらし
年
始
に
お
け
る
証
明
書
交
付

窓
口
の
開
設
に
つ
い
て

　

窓
口
臨
時
開
設
を
実
施
し
ま

す
。

実
施
日　

令
和
６
年
１
月
４
日
㈭

時
間　

午
前
８
時
30
分
～
正
午

実
施
場
所　

月
形
町
役
場

※�

当
日
は
、
戸
籍
謄
（
抄
）
本
、

住
民
票
、
印
鑑
証
明
書
お
よ
び

各
種
税
証
明
書
の
発
行
の
み
行

い
ま
す

　

�

以
上
を
除
く
12
月
30
日
～
令
和

６
年
１
月
８
日
は
休
庁
日
と
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

問�

合
せ
先　

住
民
課
戸
籍
保
険
係

☎
ＩＰ
53
・
２
３
２
３
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10
月
12
日
、
伊
藤
組
土
建
株
式

会
社
（
大
谷
正
則
代
表
取
締
役
社

長
）
お
よ
び
株
式
会
社
田
中
組

（
松
村
敏
文
取
締
役
社
長
）
の
地

域
貢
献
活
動
に
対
し
て
、
上
坂
町

長
よ
り
感
謝
状
が
手
渡
さ
れ
ま
し

た
。

　

伊
藤
組
土
建
株
式
会
社
・
株
式

会
社
田
中
組
は
赤
川
た
め
池
に
お

い
て
、
排
水
管
流
入
口
周
辺
の
整

備
を
実
施
し
、
地
域
の
環
境
整
備

に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。

▲右から株式会社田中組　　　松井智樹取締役常務
　　　　　　　　　　　　　　乗田渉現場代理人
　左から伊藤組土建株式会社　中村暁彦専務取締役
　　　　　　　　　　　　　　一方井真介現場代理人

　

10
月
27
日
、
北
海
道
花
き
生
産

連
合
会
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
部
会

（
山
田
肇
部
会
長
）
は
永
年
、
献

血
者
の
方
へ
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
の

寄
贈
を
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と

に
対
し
北
海
道
赤
十
字
社
北
海
道

支
部
よ
り
感
謝
状
が
贈
ら
れ
、
上

坂
町
長
か
ら
感
謝
状
が
手
渡
さ
れ

ま
し
た
。

▲山田肇部会長（左）

感謝状
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
に
感
謝

北
土
建
設
株
式
会
社

　

10
月
27
日
、
北
土
建
設
株
式
会

社
（
砂
田
英
俊
代
表
取
締
役
社
長
）

か
ら
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
ご

寄
附
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し

て
、
上
坂
町
長
よ
り
感
謝
状
が
手

渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
と
は
、

町
外
に
本
社
が
あ
る
企
業
が
、
寄

附
を
通
じ
て
自
治
体
の
地
方
創
生

の
取
組
み
を
応
援
す
る
も
の
で
す
。

　

い
た
だ
い
た
寄
附
金
は
、
月
形

町
地
域
公
共
交
通
対
策
事
業
に
充

て
、
大
切
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

▲砂田英俊代表取締役社長（左）

地
域
貢
献
活
動
に
感
謝

伊
藤
組
土
建
株
式
会
社
・

株
式
会
社
田
中
組

感謝状

地
域
貢
献
活
動
に
感
謝

北
海
道
花
き
生
産
連
合
会

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
部
会

感謝状
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公的年金などを受給されている方へ

　はじめまして！
　11 月より農業研修員として地域おこし協力隊の活
動をすることになりました「田中健太郎」と「田中
玲奈」と申します。ミニトマト農家を目指して精一
杯勉強していきますので、皆さまのお力添えをいた
だけると幸いです。農業は初めてのチャレンジにな
りますが、これまでの社会経験で培った感性と知識
を活かしながら、若い力で農業と地域活性化の一翼
を担う存在を目指します。１歳半の息子も含め家族
３人よろしくお願いいたします。

　以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税および復興特別所得税の
確定申告は必要ありません（公的年金などの全部が源泉徴収の対象になる場合に限ります）
●公的年金などの収入金額が 400 万円以下
●公的年金などに係る雑所得以外の所得金額（下表）が 20 万円以下

■�上記に該当する場合でも、源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税および復興特別所得税の還付を受ける
ためには、確定申告をする必要があります。
■�スマホやパソコンでご利用いただける国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案
内に沿って金額などを入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成す
ることができますので、ぜひご利用ください。
■�確定申告書には、マイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示または写
しの添付が必要ですが、スマホやパソコンから e-TAXで申告すれば、本人確認書類の提示または写しの添
付は不要です。
■確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記入を忘れずにお願いします。
■�公的年金などに係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が 20 万円以下で所得税および復興特別所得税
の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいこと
は下記の問合せ先にお尋ねください。

問合せ先問合せ先 　�住民課税務係☎ＩＰ 53・2323

募集種目 受験資格 受付期限

陸上自衛隊
高等工科学校
生徒（一般）

男子で中卒（見込
含）17 歳未満の方

令和６年
１月５日

人　事
月
形
町

人
事
異
動

■
町
立
病
院

11
月
１
日
付
け

▽
町
立
病
院
院
長
（
町
立
病
院
副

院
長
）
三
田
昌
輝

■
退
職

10
月
31
日
付
け

▽
安
友
紀
幸
（
町
立
病
院
院
長
）

所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法

給与所得 給与・賞与、パート収入など 給与などの収入金額－給与所得控除など

雑所得（公的年金など以外） 個人年金、原稿料など 総収入金額－必要経費

配当所得
※�上場株式などに係る配当
所得の申告不要制度を選
択した場合は除きます

株式の配当や投資信託の
収益分配金など

収入金額－株式などの元本取得に要した負債
の利子

一時所得 生命保険の満期返戻金など （総収入金額－収入を得るために直接要した金
額－特別控除額【最高 50万円】）× 1/2
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募　集
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ン
タ
ー

空
知
訓
練
生
募
集

●
建
設
総
合
コ
ー
ス

　

建
設
現
場
作
業
に
従
事
す
る
た

め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
資
格
を

取
得
し
ま
す
。

定
員　

10
名

対�

象
者　

次
の
項
目
を
す
べ
て
満

た
し
て
い
る
方

①
現
在
求
職
中
の
方

②�

普
通
自
動
車
免
許
を
所
有
し
て

い
る
方

③�

建
設
業
界
へ
の
就
職
を
目
指
し

て
い
る
方

訓�

練
期
間　

令
和
６
年
１
月
22
日

㈪
～
２
月
26
日
㈪　

受�

講
料　

無
料
（
大
特
免
許
証
交

付
手
数
料
２
０
５
０
円
は
個
人

負
担
）

募�

集
期
間　

令
和
６
年
１
月
16
日

㈫
ま
で

申�

込
方
法　

募
集
用
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
裏
面
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
下
記
問
合
せ
先
へ
問
合
せ

く
だ
さ
い
（
受
付
時
間　

午
前

９
時
～
午
後
５
時　

土
日
・
祝

日
除
く
）

問�

合
せ
先　
（
一
社
）
中
空
知
地

域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
協
会
☎

０
１
２
５
・
24
・
１
８
８
０

交通事故などの第三者行為でケガや病気をしたとき！
後期高齢者医療制度のお知らせ

■第三者行為とは ?
○交通事故（自転車事故も含む）
○他人の犬猫などによる負傷
○購入した食品や飲食店などでの食中毒
○暴力行為など

□医療機関に伝えましょう！
　�医療機関で第三者行為によるケガなどにより、被保険者証を使用して治療を受ける旨をしっかりと伝えま
しょう

□警察に届けましょう！
　交通事故の時は、ケガの程度が軽くても必ず警察に届け、交通事故証明書を発行してもらいましょう

□市町村の窓口に必ず申請しましょう！
　必ず市町村の窓口へ、第三者行為による被害届の申請をしてください
　法令により、速やかに届け出をするように義務付けられています

■申請に必要なもの
○被保険者（届出者）の印鑑
○交通事故証明書（交通事故の場合）：後日でも可
○被保険者証

　交通事故など第三者行為によるケガや病気をした時、被保険者証を使って治療することができます。医
療費のうち後期高齢者医療制度の負担分は、後期高齢者医療制度で一時的に立て替えて、後日加害者へ請
求することになります。届け出がなければ、加害者（損害保険会社）へ請求できなくなります。

住民課戸籍保険係☎ＩＰ 53・2323問合せ先

　

次
の
と
お
り
二
十
歳
を
祝
う
会

を
開
催
し
ま
す
。
町
外
に
お
住
ま

い
の
方
で
も
、
希
望
さ
れ
る
方
は

出
席
で
き
ま
す
の
で
、
左
記
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

開
催
日　

令
和
６
年
１
月
６
日
㈯

場
所　

交
流
セ
ン
タ
ー

対�
象
者　

平
成
15
年
４
月
２
日
～

平
成
16
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

問�
合
せ
先　

教
育
委
員
会
社
会
教

育
係
☎
ＩＰ
53
・
３
４
４
３

催　し
令
和
６
年
月
形
町

二
十
歳
を
祝
う
会

催　し
月
形
消
防
出
初
式

を
行
い
ま
す

日
時　

令
和
６
年
１
月
５
日
㈮

　

午
後
２
時
00
分
～

場�

所　

消
防
月
形
支
署
前
、
交
流

セ
ン
タ
ー

※�

午
後
１
時
に
消
防
団
員
招
集
の

大
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
の

で
、
火
災
と
お
間
違
え
の
な
い

よ
う
お
願
い
し
ま
す

問�

合
せ
先　

月
形
支
署
☎
ＩＰ
53
・

２
１
５
４


